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2
階 

部 

分�

上
乗
せ
年
金�

1
階
部
分
　
基
　
礎
　
年
　
金
�

加入者（被保険者）は3種類�

国民年金基金� 共済組合�厚生年金�

●1階部分�
　すべての人が国民年金の加入者�

●2階部分�
　職業によって異なります�

すべての公的年金の土台となる国民年金�

国　民　年　金�

自営業・農漁業の人や、�
  無職の人、学生など�

会社員や公務員の妻［夫］�会社や役所に�
勤める人� （20歳以上60歳未満）�

（20歳以上60歳未満）�

第1号被保険者� 第2号被保険者� 第3号被保険者�

自
分（
世
帯
）で
�

保
険
料
を
�

納
め
ま
す
�

保
険
料
は
�

毎
月
の
給
料
か
ら
�

天
引
き
�

保
険
料
は
配
偶
者
の
�

加
入
し
て
い
る
�

制
度
が
負
担
�

様々な手当や給付
ご存じですか？

西宮社会保険事務所
年金に関する大部分の窓口は

国
内
に
居
住
す
る
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
人

は
す
べ
て
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す
。
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
人
、
ま
た
そ
の
配
偶
者
も
、
国
民
年

金
の
加
入
者
で
す
。

生
活
に
変
化
が

あ
っ
た
と
き
は
、

忘
れ
ず
に
届
け
出
を

国
民
年
金
は
、
厚
生
年
金
や

共
済
組
合
な
ど
と
常
に
関
連
し

て
い
ま
す
。
就
職
や
退
職
、
結

婚
な
ど
生
活
に
変
化
が
あ
っ
た

と
き
は
、
左
下
表
の
と
お
り
届

け
出
が
必
要
で
す
。

各
手
続
き
に
必
要
な
書
類
等

は
、
個
別
に
異
な
り
ま
す
。
事

前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
き
先

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

会
社
を
退
職
し
た

と
き
の
手
続
き

退
職
な
ど
で
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
の
資
格
を
喪
失
し
た
と

き
は
、
国
民
年
金
へ
の
変
更
手

続
き
が
必
要
で
す
。

《
手
続
き
の
必
要
な
人
》

退
職
し
た
本
人
が
６０
歳
ま
で

の
人
（
配
偶
者
が
退
職
し
た
人

の
被
扶
養
者
に
な
っ
て
い
て
６０

歳
ま
で
の
と
き
は
、
配
偶
者
の

手
続
き
も
必
要
）
ま
た
、
退
職

し
た
本
人
が
６０
歳
以
上
の
と
き

で
も
、
配
偶
者
が
退
職
し
た
人

の
被
扶
養
者
に
な
っ
て
い
て
６０

歳
ま
で
の
と
き
は
配
偶
者
の
手

続
き
が
必
要

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

・
本
人
の
年
金
手
帳
（
配
偶

者
の
届
け
出
も
必
要
な
と
き
は

配
偶
者
の
年
金
手
帳
も
）

・
退
職
日
ま
た
は
厚
生
年
金

（
共
済
組
合
）
の
資
格
喪
失
日

が
分
か
る
書
類（「
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
」、「
健
康
保
険
・

厚
生
年
金
保
険
資
格
喪
失
証
明

書
」、「
退
職
証
明
書
」
な
ど
）

・
認
め
印

市
年
金
グ
ル
ー
プ
給
付
チ

ー
ム
は
、
児
童
手
当
や
児
童

扶
養
手
当
、
市
民
福
祉
金
な

ど
に
関
す
る
事
務
を
行
っ
て

い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
で
支
給

要
件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

個
別
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

健
や
か
な
成
長
を
願
い

児
童
手
当

児
童
扶
養
手
当
な
ど

子
ど
も
の
健
全
な
成
長
を

願
っ
て
児
童
手
当
な
ど
を
支

給
し
て
い
ま
す
。
所
得
制
限

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◆
児
童
手
当

対
象
は
、
小
学
校
第
３
学
年

修
了
前
（
９
歳
到
達
後
最
初
の

年
度
末
）
ま
で
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人

◆
児
童
扶
養
手
当

対
象
は
、
父
と
の
死
別
（
遺

族
年
金
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
い

と
き
）
や
父
母
の
離
婚
な
ど
で

父
と
生
計
を
共
に
で
き
な
い
か
、

重
度
障
害
な
ど
の
父
を
も
つ
児

童
の
母
か
養
育
者
。
支
給
期
間

は
、
１８
歳
到
達
後
最
初
の
年
度

末
ま
で

◆
特
別
児
童

扶
養
手
当

対
象
は
、
障
害
程
度
が
中
度

以
上
の
２０
歳
未
満
の
児
童
を
養

育
す
る
人

障
害
者
や
遺
児
に

市
民
福
祉
金

市
独
自
の
制
度
と
し
て
、
市

内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
民

登
録
・
外
国
人
登
録
を
有
す
る

障
害
者
や
遺
児
に
市
民
福
祉
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。
本
人
・

配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
に
つ
い

て
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

◆
障
害
福
祉
金

対
象
は
、身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
軽
度
以
上
の
判
定

書
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

※
す
で
に
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
て
申
請
が
ま
だ
の

人
は
、
早
め
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い

◆
遺
児
福
祉
金

対
象
は
、
１８
歳
未
満
の
児
童

（
高
校
な
ど
に
在
学
中
の
と
き

は
２０
歳
未
満
）
で
、
両
親
ま
た

は
父
か
母
が
い
な
い
状
態
か
、

父
ま
た
は
母
に
重
度
障
害
の
あ

る
人外

国
人
等
の
高
齢
者
や

重
度
障
害
者
に

特
別
給
付
金

国
民
年
金
の
制
度
的
な
理
由

で
、
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基

礎
年
金
な
ど
を
受
け
ら
れ
な
い

外
国
人
な
ど
の
高
齢
者
（
１
９

２
６
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ

の
人
）や
重
度
障
害
者
に
、本
市

独
自
の
制
度
と
し
て
「
外
国
人

等
高
齢
者
・
重
度
障
害
者
特
別

給
付
金
」を
支
給
し
て
い
ま
す
。

国民年金の保険料納付や口

座振替、年金手帳の発行、厚

生年金に関すること、すでに

年金を受給中の人に関するこ

となど、年金に関する事務の

大部分は、社会保険事務所が

取り扱っています。

西宮市の管轄は、西宮社会

保険事務所（津門大塚町８－

２６�０７９８・３３・１２８５）です。

手続き先

市年金グループ

配偶者の勤務先

本人の勤務先

市年金グループ（配偶者が第３号被保
険者のときは、配偶者の届け出も必要）

配偶者の勤務先

市年金グループ

転出先の市町村（年金担当窓口）

配偶者の勤務先

被保険者の種別

未加入⇒１号

未加入⇒３号

１号・３号⇒２号

２号⇒１号（配偶
者は３号⇒１号）

１号・２号⇒３号

３号⇒１号

１号⇒１号

３号⇒３号

こんなとき

２０歳になったとき（ただし、
厚生年金などに加入していな
いとき）

就職したとき

退職したとき（６０歳までに厚
生年金などをやめたとき）

結婚などにより、扶養される
ようになったとき

離婚や収入の増加などにより、
扶養からはずれたとき

他の市町村へ転出するとき

２０歳に
なったら

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
なななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな
がががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが
加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加
入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金

国国民民年年金金・・各各種種手手当当特特集集

問合せ先

市
年
金
グ
ル
ー
プ
国
民
年
金
チ
ー
ム

（
�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２
４
）

届け出が必要なとき

問合せ先

市
年
金
グ
ル
ー
プ
給
付
チ
ー
ム

（
�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
９
０
）

（３） 平成１６年（２００４年）１１月１０日

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


